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【
閲
覧
】

　

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
評
価
額
等
が
閲
覧
で
き
ま

す
。

 

納
税
義
務
者
と
そ
の
同
世
帯
の

親
族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
義
務

者
か
ら
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理

人
。
借
地
人
は
当
該
土
地
、
借
家

人
は
当
該
家
屋
お
よ
び
そ
の
土
地

の
閲
覧
が
で
き
ま
す

【
縦
覧
】

　

市
内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

等
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

 

納
税
者
と
そ
の
同
世
帯
の
親

族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
者
か
ら

の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

４
月
１
日
（
月
）
〜
５
月　

日
３１

（
金
）
※
閲
覧
は
、
６
月
３
日
以

降
も
可
能
で
す

 

無
料
（
借
地
・
借
家
人
お
よ
び

縦
覧
期
間
後
の
閲
覧
は
有
料
）

 

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
等
）
。
同
世
帯

の
親
族
（
市
外
在
住
）
の
場
合
、

併
せ
て
同
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
書
類
（
住
民
票
等
）
。

借
地
・
借
家
人
が
閲
覧
す
る
際

は
、
併
せ
て
借
地
・
借
家
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
賃

貸
借
契
約
書
等
）

 
 

資
産
税
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

市
民
や
団
体
の
活
動
発
表
の
場

と
し
て
、　

月
に
小
金
井　

宮
地

１０

楽
器
ホ
ー
ル
を
中
心
に
市
民
文
化

祭
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
、
文
化
祭
全
体
の
運
営
に
携
わ

る
実
行
委
員
を　

人
程
度
募
集
す

１０

る
た
め
、
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

平
成　

年
度
課
税
台
帳
の

３１

閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

対対時￥持所
問市

民
文
化
祭
実
行
委
員
説
明
会

 

５
月　

日（
月
）午
後
２
時
か
ら

１３

 

市
役
所
西
庁
舎
２
階
第
五
会
議

室
 

当
日
直
接
会
場
へ

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
文
化
推

進
係
（
☎　

儿　

儿
９
９
２
３
）

０４２

３８７

  

４
月
９
日（
火
）〜　

日（
金
）、

１２

い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

 

納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

  

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

 

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
３
）

 　

４
月
１
日
か
ら
、
「
ふ
れ
あ
い

メ
ロ
デ
ィ
ー
」
（
定
時
放
送
）
の

放
送
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

■
放
送
時
間
午
後
５
時
（
４
月
〜

　

月
）

１０
 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
７
）

０４２

３８７

 　

毎
年　

月
開
催
の
小
金
井
な
か

１０

よ
し
市
民
ま
つ
り
で
消
費
生
活
展

を
実
施
し
、
暮
ら
し
に
役
立
つ
情

時所申問夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

時所夜間入口詳細図内問ふ
れ
あ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の

放
送
時
間
が
変
更

問消
費
生
活
展
実
行
委
員
会

参
加
者
募
集

報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
が
楽
し
め
る
よ
う
な

企
画
と
す
る
た
め
、
消
費
者
活
動

に
関
心
の
あ
る
個
人
ま
た
は
グ
ル

ー
プ
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

 

４
月　

日
（
火
）
午
後
２
時　

１６

３０

分
か
ら

 

上
之
原
会
館

 

当
日
直
接
会
場
へ

 

経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７
 　

大
地
震
に
備
え
て
自
分
の
住
宅

の
耐
震
診
断
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
耐
震
補
強
を
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
助
成
条
件
等
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な

お
、
同
一
の
住
宅
に
対
し
各
助
成

は
１
回
の
み
で
す
。

【
耐
震
診
断
費
用
の
助
成
】

　

市
内
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

 

昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に
着

５６

３１

工
し
た
市
内
に
存
す
る
地
階
を
除

く
階
数
が
２
階
建
て
以
下
の
木
造

一
戸
建
・
木
造
店
舗
併
用
住
宅

（
延
床
面
積
の
過
半
が
居
住
用
）

を
所
有
す
る
個
人

■
助
成
金
額
８
万
８
千
円
を
上
限

に
、
耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２

以
内
（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

【
耐
震
改
修
費
用
の
助
成
】

　

市
内
に
あ
る
木
造
住
宅
の
所
有

者
が
耐
震
診
断
を
行
い
、
診
断
に

基
づ
き
耐
震
改
修
を
行
う
場
合

に
、
改
修
に
要
し
た
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
建
築
物
耐
震
診
断

を
行
っ
た
結
果
、
現
行
の
耐
震
基

準
に
適
合
し
な
い
住
宅
で
、
市
の

定
め
る
基
準
に
適
合
し
た
耐
震
改

修
を
行
っ
た
住
宅

時所申問木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

改
修
費
用
の
助
成

対

■
助
成
金
額　

万
円
を
上
限
に
、

６０

耐
震
改
修
費
用
の
２
分
の
１
以
内

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

生
後
３
か
月
以
上
の
犬
を
飼
っ

て
い
る
方
は
、
一
生
に
一
度
の
犬

の
登
録
と
、
毎
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
獣
医
師
会
と
合
同

で
登
録
・
予
防
注
射
を
行
い
ま
す
。

 
 
 

左
表
の
と
お
り
（
雨
天
実

施
）

  

▽
犬
の
身
体
を
清
潔
に
し
て
お

連
れ
く
だ
さ
い
▽
犬
に
病
気
・
妊

娠
等
が
あ
る
場
合
は
、
注
射
の
前

に
獣
医
師
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い

▽
丈
夫
な
引
き
綱
を
使
用
し
、
首

輪
は
し
っ
か
り
留
め
て
く
だ
さ
い

▽
犬
の
ふ
ん
を
始
末
す
る
用
具
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
▽
す
で
に
犬
の

登
録
が
済
ん
で
い
る
方
へ
は
、
狂

犬
病
予
防
注
射
の
案
内
を
３
月
中

旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い

 

健
康
課
健
康
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３２１

１
２
４
０
）

問犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

時
所
￥

１４：００〜１５：００１０：００〜１１：００
保健センター栗山公園４／１５（月）
上水公園運動施設公民館貫井南分館　／１６（火）
小金井神社市杵島神社　／１７（水）
市役所本庁舎駐車
場

リサイクル事業所
の隣の広場　／１８（木）

計注射済票注射料登録料区　分
３,６５０円５５０円３,１００円−登録済みの犬
６,６５０円５５０円３,１００円３,０００円未登録の犬

他問

　

平
成　

年
度
小
金
井
市
一
般

２９

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
、
平
成　

年
第
３
回
定

３０

例
会
に
お
い
て
同
年　

月
５
日

１０

に
不
認
定
と
な
り
ま
し
た
。

　

決
算
特
別
委
員
会
で
の
質
疑

お
よ
び
本
件
採
決
に
お
け
る
討

論
の
概
要
か
ら
、
平
成　

年
５

２９

月
に
特
別
職
の
給
与
に
関
す
る

条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
社
会

福
祉
委
員
の
報
酬
額
と
実
際
の

支
給
額
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い

て
発
覚
し
て
以
降
の
市
の
対
応

を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
不
認
定
の

主
た
る
理
由
の
一
つ
と
し
、
二

度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
反
省
し
、
社
会
福

祉
委
員
へ
の
報
酬
誤
支
給
に
係

る
課
題
を
整
理
す
る
と
と
も

に
、
市
議
会
か
ら
の
指
摘
事
項

を
踏
ま
え
、
再
発
防
止
策
を
策

定
し
、
次
の
と
お
り
必
要
と
認

め
る
措
置
を
講
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
地
方
自
治
法
第　

条
第
７

２３３

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成　
３１

年
第
１
回
定
例
会
に
て
市
議
会

に
報
告
し
ま
し
た
。

 　

平
成　

年
１
月
末
ま
で
に
、

３１

す
べ
て
の
部
局
に
お
い
て
、
事

務
事
業
に
つ
い
て
関
係
法
令
と

照
合
す
る
点
検
を
実
施
し
、
齟

議
案
お
よ
び
議
案
資
料
に

お
け
る
記
載
内
容
の 
齟  
齬 

そ 

ご

に
つ
い
て

齬
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。

 
▽
平
成　

年
９
月
６
日
に
実
施

３０

し
た
経
理
実
務
研
修
（
基
礎

編
）
お
よ
び
同
月　

日
に
実
施

１８

し
た
経
理
実
務
研
修
（
実
践

編
）
に
お
い
て
本
件
課
題
に
つ

い
て
触
れ
、
予
算
編
成
お
よ
び

予
算
執
行
に
関
し
、
法
令
遵
守

の
徹
底
、
意
識
啓
発
を
図
り
ま

し
た
。

▽
平
成　

年　

月　

日
に
実
施

３０

１０

１２

し
た
予
算
説
明
会
に
お
い
て
本

件
課
題
に
つ
い
て
触
れ
、
予
算

編
成
お
よ
び
予
算
執
行
に
関

し
、
法
令
遵
守
の
徹
底
、
意
識

啓
発
を
図
り
ま
し
た
。

▽
平
成　

年　

月　

日
に
実
施

３０

１０

２４

し
た
文
書
実
務
研
修
に
お
い
て

本
件
課
題
に
つ
い
て
触
れ
、
事

務
執
行
お
よ
び
職
務
遂
行
に
お

け
る
法
令
遵
守
の
徹
底
、
意
識

啓
発
を
図
り
ま
し
た
。

▽
平
成　

年
２
月　

日
お
よ
び

３１

１２

　

日
に
計　

回
に
わ
た
り
実
施

１３

１０

し
た
全
職
員
向
け
社
会
福
祉
委

員
へ
の
報
酬
誤
支
給
に
係
る
再

発
防
止
策
に
関
す
る
説
明
会
に

お
い
て
、
不
適
正
な
事
務
執
行

に
至
っ
た
経
緯
、
課
題
、
再
発

防
止
策
等
に
つ
い
て
共
有
し
、

各
自
が
ふ
だ
ん
行
っ
て
い
る
事

務
執
行
に
つ
い
て
振
り
返
り
に

法
令
遵
守
に
関
す
る
研
修

等
の
強
化
に
つ
い
て

つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
法
令
遵

守
の
徹
底
、
意
識
啓
発
を
図
り

ま
し
た
。

▽
課
題
解
決
へ
の
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
と
し
て
利
活
用
す
る
た

め
、
決
算
審
査
や
定
期
監
査
に

お
け
る
監
査
委
員
か
ら
の
改
善

要
望
、
指
摘
事
項
に
係
る
措
置

状
況
の
内
容
等
の
監
査
委
員
へ

の
通
知
文
書
を
内
部
情
報
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
職
員
の
閲
覧
に
供

し
、
そ
の
旨
を
全
職
員
に
向
け

て
周
知
し
ま
し
た
。

 　

社
会
福
祉
委
員
へ
の
報
酬
誤

支
給
に
係
る
一
連
の
事
務
手
続

に
関
し
て
適
切
さ
を
欠
い
た
こ

と
に
対
し
、
市
政
執
行
の
最
高

責
任
者
と
し
て
の
責
任
を
明
確

に
す
る
た
め
、
平
成　

年
第
１

３１

回
定
例
会
に
議
案
を
提
出
し
ま

し
た
。
併
せ
て
、
関
係
職
員
に

は
人
事
上
の
措
置
を
講
じ
ま
し

た
。

　

な
お
、
本
件
措
置
の
報
告
、

な
ら
び
に
社
会
福
祉
委
員
へ
の

報
酬
誤
支
給
に
係
る
再
発
防
止

策
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で

併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
９
１
５
）

０４２

３８７

平
成　

年
４
月
に
小
金
井

３１

市
長
に
支
給
す
る
給
料
の

特
例
に
関
す
る
条
例
等
に

つ
い
て

問

小
金
井
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
不
認
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

踏
ま
え
た
措
置
の
報
告

平
成　

年
度

２９


